
 

 

令和 7 年度 事業計画 
 

令和６年中における交通安全活動は、北海道、北海道警察及び交通関係機関・団体

等と連携し「交通安全運動の重点」を軸とした各種交通安全活動等の事業を推進しま

した。 

その結果、北海道内の交通事故による死者数は一昨年に比べ 27 人少ない 104 人で、

昭和 22 年以降最少であった令和４年の 115 人を 11 人下回る最少記録を更新いたしま

した。 

一方、安全運転管理者選任事業所の従業員が関係する交通事故の死者数は 18 人で、

直近 10 年間で一番多かった一昨年の 32 人を 14 人下回る最少記録を更新し、当協会

の目標である交通事故死者数 18 人以下を初めて達成することができました。 

しかしながら、安全運転管理者選任事業所の交通事故発生状況を見ますと、交通事

故の発生件数・傷者数は大きく増加しており、死亡事故を見ますと車両同士の正面衝

突、車両単独での道路の逸脱、高齢歩行者の道路横断中の割合が大きくなっており、

依然として、悪質な飲酒運転やシートベルト非着用等による死亡事故が後を絶たない

現状であります。 

本年もまた、交通事故死者数 18 人以下とともに飲酒運転ゼロを目指すという強い

意志のもと、北海道の推進方針である「交通安全運動の重点」を事業所の従業員一人

ひとりに周知徹底し、交通安全意識の高揚と実践に努めるとともに、地域と一体とな

った交通安全活動を積極的に推進するなど一層の交通事故防止に努めていくことが必

要であります。 

このことを踏まえ、当協会の令和 7 年のスローガンを 

 

『ストップ・ザ・交通事故 ～めざせ 安全で安心な北海道～』 

 

と掲げ、その具体的な推進目標を 

 

◎ 「交通安全運動の重点」の推進 

～歩行者保護意識の醸成と歩行者のマナーアップ、高齢者の安全確保、飲酒運転

の根絶、スピードダウンと全席シートベルト着用の徹底、乗車用ヘルメットの

着用などの自転車等の安全利用、安全意識の向上～ 

 

◎ 管理者の目配り気配り思いやりで安全管理 

～誇りと信頼から生まれる安全 目指すは交通事故ゼロ～ 

 

◎ 模範運転！いつでもどこでも忘れずに！ 

～心のゆとりと思いやりの気持ちで交通事故防止～ 

 

と設定し、北海道、北海道警察及び交通関係機関・団体との連携を一層強化し、各種

交通安全活動等積極的な事業の推進に努めてまいります。 

 

 



 

 

令和 7 年度事業計画推進要領 

実 施 項 目 推   進   要   領 

１ 組織の拡充・

強化 

⑴  地区協会の組織強化 

組織の拡充・強化を図るため、会員間の互恵関係の積極的な構築

を奨励するとともに、道路を利用する事業所として、各警察署等と

連携した交通安全活動等への取組や事業所の交通事故防止活動が

地域・社会への多大な貢献であるという認識を堅持し、組織強化に

取り組みます。 

 

⑵  未加入事業所に対する対策 

未加入事業所の事業主や安全運転管理者等に対し、警察と連携し

た事業所訪問や講習会等のあらゆる機会を通じて、協会と一体とな

って推進する交通事故防止対策が、事業所の利益を守り、かつ地域

の信頼に結びつくことから、管理者等の指導力を高める必要性、重

要性等の周知・浸透を図り、協会への加入を積極的に推進します。 

 

⑶  １役員１会員加入促進運動の推進 

加入促進にあたっては、役員は事務局と緊密な連携を図り、地域

を問わず、業種や取引関係等に応じた勧誘先担当区分の指定など広

域的かつ効率的な加入活動を推進します。 

 

⑷  未選任事業所に対する対策 

安全運転管理者未選任事業所に対しては、警察（警察本部）への 

積極的な情報提供に努めるとともに、各警察署と連携し、事業所訪

問や各種会議等の機会の場において、法に基づく管理者の選任と地

域・職域における交通事故防止の重要性等の周知を図ります。 

２ 安全運転管

理に係わる指

導、調査研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[安全運転管理業務の推進] 

⑴  機関誌等による交通安全情報等の提供 

「安全運転管理」「安管ニュース」等の各種機関誌（紙）に法令の

改正要点、事故防止特集（安全運転管理の指導要点）、各地区の活動

状況等を掲載して誌面の充実に努め、安全運転管理業務に資する情

報を提供します。また、協会のホームページを通じて、安管選任事

業所絡みの重大交通事故の概要と事故防止ポイントなど交通事故

情報のタイムリーな提供を図ります。 

 

⑵  啓発資料等の作成・配布 

推進目標、交通安全ポスター、管理者用小冊子等の配布・掲示等 

により、従業員に対する安全管理の周知と交通安全意識の高揚を図

ります。また、北海道警察と緊密に連携して、道内発生の重大交通

事故の分析資料等を作成・配布するなど、交通事故防止対策等に資

する資料の提供に努めます。 



 

 

実 施 項 目 推   進   要   領 

 

 

 

⑶  安全運転管理の講習会、研修会の開催及び調査研究助成の周知 

各方面並びに各地区で開催する各事業所の管理者等を対象とし

た各種講習・研修会の積極的な開催と参加の推奨を機関誌等で広

報・周知に努めます。また、各方面または各地区で行う各種交通安

全活動を目的とした調査研究事業に対する「調査研究助成費」の有

効活用を広く奨励します。 

 

⑷  安全運転セミナーの開催 

協会主催による第 47 回安全運転セミナーは、函館方面での開催

を予定しており、内容の充実を目指し、参加する安全運転管理者等

の管理能力の向上を図ります。また、各方面・各地区において開催

するセミナー等の支援を積極的に行い、各事業所従業員の交通安全

意識の向上を図ります。 

 

⑸  交通事故防止対策の実施 

安管選任事業所における交通事故防止は、従業員を守り明るい職

場づくりと企業リスクの削減につながる重要な要素であることか

ら、会員専用ホームページ、貸出用教育ＤＶＤの充実及び各種資料

等を通じて、事業主を含めた安全運転管理者等に対する交通事故へ

の危機意識の向上と交通事故防止対策を図ります。 

３ 関係機関・団

体と連携した

交通安全活動

の実施 

 

⑴  交通安全運動への積極的参加 

協会の推進目標を強力に推進するため、期別交通安全運動（４期

40 日）や交通安全運動の重点に示された通年運動等をはじめ、地域

における各種交通安全運動に関係機関・団体と積極的に連携し、パ

トライトや旗の波などの啓発活動を通じた交通事故防止を図りま

す。 

 

⑵  関係機関・団体と連携した交通安全活動等の実施 

交通安全活動の実施に当たっては、北海道安全運転管理者事業主 

会と協働するとともに、北海道、北海道警察及び関係機関・団体等

が主催する各種活動とも連携を密にし、多くの会員に参加を呼びか

け各種施策の実施や広報啓発活動を効果的に推進します。 

 

⑶  関係機関・団体との連携と各種交通安全対策会議等への参加 

関係機関・団体の主催する会議等にも積極的に参加し、協会の交通

安全活動と連携する相互の情報交換を図るほか、実施可能な施策、

広報啓発活動にも積極的に参加します。 

 

 

 

 



 

 

実 施 項 目 推   進   要   領 

 

 

 

 

 

⑷  チャレンジ･セーフティラリー北海道 2025 への参加 

チャレンジ･セーフティラリー北海道 2024 の成果に鑑み、各事業

所から従業員の同 2025 への参加を募り、無事故・無違反を達成す

るという意欲の醸成と交通安全意識の向上を図り、交通事故防止に

寄与するとともに、達成者（チーム）に対する各事業所毎の賞揚も

奨励します。 

令和 7 年は、7 月 1 日（火）～10 月 31 日（金）の 4 か月 123 日

間で実施されます。 

 

⑸  全席シートベルト着用活動の推進 

シートベルト非着用者による死者等の減少を目指し、特に着用率

の低い後部座席の着用の促進を図るなど、北海道、北海道警察並び

に関係団体と連携した全席シートベルト着用活動を推進するとと

もに、昨年に引き続き、「セーフティチェック！全席シートベルト着

用運動」を展開し、事業所従業員の安全意識の向上と交通事故防止

を図ります。 

 

⑹  飲酒運転の根絶に向けた取組み 

安全運転管理者の業務に「アルコールチェックの義務化」が追加

されたことに伴い、法令等の周知徹底を図り、あわせて各事業所に

おける飲酒運転根絶の機運を高める活動の推進を図ります。 

 

４ 表彰の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 道安管会長表彰 

協会会長表彰にあっては、方面及び地区協会等との緊密な連携を

図り、表彰基準に基づく次期表彰が円滑に上申されるよう適宜適切

な対応に努めるとともに、基準該当者に対する積極的かつ的確な表

彰を行い、活動意欲の向上を図ります。 

 

⑵  その他の機関・団体の表彰 

警察庁長官、全日本交通安全協会会長表彰（緑十字金章・銀章・

銅章など）の基準に該当する個人・団体については、警察、交通安

全協会との連携を密にして積極的な上申を図り、的確な受賞に努め

ます。 

５ 受託業務の 

実施 

 

 

 

 

 

[法令等の規定に基づく安全運転管理者等の講習] 

⑴ 法定講習の充実 

真に効果のある法定講習とするため、地区会長の開講挨拶、警察

署長等による冒頭挨拶、交通幹部による交通講話を依頼するととも

に、各事業所の安全運転管理者等による「安全運転管理の実践事例」

等を積極的に取り入れるなど、法定講習の充実を図ります。 

 



 

 

実 施 項 目 推   進   要   領 

 

 

 

 

 

 

⑵  法定講習受講率の向上 

会員事業所の全管理者等の受講はもちろんのこと、会員以外の未

受講者を把握した場合は、警察の招致指導等の徹底を要請するとと

もに、各地区は警察署等と連携して受講対象者の全員が受講するよ

う努めるなど、受講率の向上を図ります。 

 

６ 広報活動の 

推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[安全運転管理者協会活動の積極的な広報] 

⑴  インターネット・ホームページでの情報提供 

協会のホームページについては、多くの管理者等に活用されるよ

うタイムリー、かつ多様な情報を継続的に提供するとともに、会員

専用ページの効果的な運用に努めるなど、交通事故防止に役立つ情

報を積極的に提供します。 

 

⑵  地域における効果的な広報活動 

協会がリーダーシップを発揮して地域・他団体等と、創意工夫を

こらした交通安全活動等社会貢献に取組み、これらの活動を通じて

協会への理解と周知を図る広報に務めるほか、地域の実情に応じた

各事業所等に対する交通安全指導等を推進します。 

 

７ その他 [魅力ある自動車任意保険の紹介] 

事業所及びその従業員等に魅力ある安管協会の構築として、事業

所及び従業員等が所有する自動車の団体割引による任意保険掛金

の削減等は、事業所の従業員に対する福利厚生の一環にも資するこ

と、また、協会全体での交通事故減少による更なる損害率割引の適

用も、協会の活動目的とも合致することから紹介・普及に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和 7 年度 受託事業計画 

 

令和 7 年度における安全運転管理者等法定講習業務は、下記のとおりであります。 

 

１ 受託事業契約の締結 

受託期間 契約締結の日から令和 8 年 3 月 31 日 

 

２ 講習指導員の資質の向上 

講習指導員等の知識・技能の向上を図るため、安全運転管理指導者講習や各種研

修会を積極的に開催するとともに、自己研さんの奨励と協会役員による巡回指導等

に努めます。 

 

３ 視聴覚教材の充実 

ＤＶＤ及びパワーポイント等の視聴覚教材を有効に活用し、かつ、身近な交通事

故情報を取り入れるなど、受講者に理解、納得される講習に努めます。 

 

４ 受講対象者と開講予定数 

前年度の安全運転管理者の選任及び解任状況から、受講者対象者数を 26,638 人

（札幌方面 14,805 人、函館方面 2,049 人、旭川方面 3,965 人、釧路方面 3,962 人、

北見方面 1,857 人）と見込み、５月下旬から翌年３月上旬までの間において、178 回

にわたり計画的に実施します。 

令和 7 年度における安全運転管理者等法定講習業務は、下記のとおりであります。 

 

 

○ 方面別受講者数と実施回数 

方面別 講習回数 正安管者 副安管者 自 衛 隊 代 行 業 受講者計 

札 幌 81 11,378 2,784 519 124 14,805 

函 館 17 1,716 300 24 9 2,049 

旭 川 32 3,051 704 199 11 3,965 

釧 路 32 3,060 777 79 46 3,962 

北 見 16 1,458 347 41 11 1,857 

合 計 178 20,663 4,912 862 201 26,638 

 


